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研究成果の概要（和文）：本研究では、東日本大震災後に大規模居住制限が適用された災害危険区域と帰還困難
区域を対象に、居住制限エリアの土地利用実態を明らかにした。この結果、居住制限の根拠となる災害リスク情
報の提供・評価・解釈が新たな課題として抽出された。また、災害危険区域では被災後も土地に強い愛着をもつ
住民が存在し、こうした住民が跡地の利用に主体的に取り組んでいる実態が明らかになった。帰還困難区域で
は、住民帰還のために特定復興拠点などの固有制度が適用されたが、事業の検討過程で主体となる地域住民の参
加が困難な状況が生じていた。いずれの居住制限エリアも共通して従前居住者を中心に時間をかけた土地利用計
画策定の必要性が示された。

研究成果の概要（英文）：This study clarified the actual land use in the restricted areas, targeting 
the disaster risk zones and difficult-to-return zones, where large-scale settlement restrictions 
were applied after the Great East Japan Earthquake. As a result, the provision, evaluation, and 
interpretation of disaster risk information, which is the basis for the residency restrictions, were
 identified as new issues to be addressed. In addition, the study revealed that in disaster risk 
areas, there are residents who have strong attachments to their land even after the disaster and 
that these residents are proactively working on the use of the former site. In the hard-to-return 
zones, a unique system called "specific restoration bases" was applied as a base for residents to 
return to their homes, but the contradiction occurred that it was difficult for residents to 
participate. In all of the restricted areas, it was shown that it is necessary to take time to 
develop land use plans mainly for former residents.

研究分野： 土地利用計画

キーワード： 東日本大震災　居住制限　災害危険区域　帰還困難区域　低未利用地
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研究成果の学術的意義や社会的意義
人口減少社会における持続性の確保のためには、居住地をたたむという痛みを伴う土地利用が必要になる可能性
がある。本研究では、このような居住地を縮小する方法論の構築を東日本大震災の被災地に適用された居住制限
区域の実証的研究により試みたものである。本研究成果は、復興庁の低未利用地のモデルとして参照されるな
ど、社会的なインパクトを与えるた。また、土地利用制限の根拠となるリスク情報の評価、解釈など、災害リス
クを根拠とする居住制限に関する新たな課題を明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９－１，Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
自然災害多発・人口減少時代においては，災害に対するリスクマネジメントの観点だけでなく，

インフラ維持管理費の削減，各種サービスの効率的な提供，まちなかの賑わいの維持と再生，更

には自然環境保全等の幅広い側面から居住エリア縮小のための方法論の構築が求められている。 

しかし，現状の土地利用計画や立地適正化計画は，実効性ある居住制限施策を備えておらず，

既に人が居住しているエリアに居住制限区域が大規模に指定されたことがなかった。ところが

2011 年の東日本大震災後に災害危険区域が約 160km2，避難区域が最大約 1,150km2 と極めて

大規模に指定される状況が発生した。研究開始時の 2019 年には震災から約 8 年が経過していた

が，こうしたエリアでは人口の激減によるコミュニティの崩壊や土地の管理放棄など，居住制限

に伴う深刻な課題が浮き彫りになっている状況にあった。 

本来，居住制限のような極めて強い土地利用規制は，住民の暮らしの維持や安全安心の確保，

公共の福祉が前提であり，「強い痛みを伴う」居住制限は出来るだけ避けることが望ましい。し

かし，現状では居住制限に伴いどのような土地利用の課題が生じるのか，居住者がどのような課

題に直面するのかといった実態が十分に明らかになっていない。 
 
２．研究の目的 
本研究では，居住制限が地域に与える影響について，東日本大震災の被災地を主な対象とし，

１）居住制限区域指定後の土地利用はどうなるのか，２）居住制限に伴い移転を余儀なくされる

人々の居住・生活はどうなるのか，３）居住エリアを縮小する区域設定はいかにすれば可能か，

という３つの観点からその実態と課題を明らかにすることを目的とする。更に，居住制限が適用

される地域全体の持続可能性の担保手法，居住制限の仕組みを都市縮小時代の新たなプランニ

ング技術として適用するために必要な要件について検討を行う。 
 
３．研究の方法 
本研究は，2011 年の東日本大震災により被災地した地域のうち，津波被災地に適用された「災

害危険区域」，原発被災地に適用された「帰還困難区域」を主要な研究対象とした。これらの対

象地について，現地調査，関係者へのヒアリング調査，文献・資料調査および参与観察を実施し

た。なお，本研究の実施期間中に新型コロナウィルス感染症の拡大によりとくに首都圏から地方

都市への移動を伴う現地調査が困難になったため，可能な限りオンラインや文献収集により現

地の実態の情報収集を行い，現地調査では人との接触を最低限に抑えるなどの工夫を行った。 
 
４．研究成果 

（１）居住制限とリスク 

本研究に基づく現地調査および研究会・ワークショップを通じて明らかになった居住制限に

関わる学術的課題が，居住制限とリスク情報の関係性，リスク情報の評価・解釈である。表１に，

本研究で対象とした災害危険区域と帰還困難区域について，居住制限の根拠となるリスク情報，

それに対応する土地利用制限の内容を整理して示す。２つの居住制限区域では，共通して科学的

リスク情報を土地利用制限の根拠としている。しかし，この居住制限の前提となるリスク情報の

提供・評価・解釈の段階で以下に示すような複数の課題が生じていることが明らかになった。 

①リスク情報の作成と提供 

災害危険区域の指定手順は，港湾管理者である県が津波シミュレーションを実施し，各自治体

がシミュレーション結果と浸水実態等のデータに基づき独自に条例でその範囲を指定するとい



う手続きが採用されている。この結果，実際に津波で浸水した場所が災害危険区域に指定される

ケースと，浸水した場所でも災害危険区域に指定されないケースが生じていた。これは自治体別

だけではなく，例えば石巻市では同一自治体の中でも市街地中心部は浸水したエリアの一部が

災害危険区域に指定され，半島部は浸水したエリア全域が災害危険区域に指定されるという差

異が生じていた。この指定基準の違いは，市街地中心部は土地の価格が高く土地の買い取りが現

実的ではないこと，半島部は高い津波が襲来したことから住民の津波に対する恐怖感が強かっ

たことなどが挙げられている。しかし，これらの根拠は科学的災害リスクとは無関係であり，こ

の時点で科学的リスク情報は，政策的意思決定に転換されている。 

一方，放射線量の把握については，県ではなく国が一括管理することになっており，情報提供

の機会も極めて限定的であった。これはいたずらに国民に不安を抱かせないための措置であっ

たと考えられるが，住民は自らリスクの程度について判断する機会がないままに避難生活を余

儀なくされた。このようにリスク情報が十分に提供されない状況では，住民はいつ故郷に戻れる

のか判断がつかず，帰還意向に大きな影響を与えたと考えられる。 

②リスクの評価とリスク情報リテラシー 

リスク情報の住民への提供については，津波と放射線で大きく異なっていた。津波シミュレー

ションの結果は，住民が希望した場合に情報が提供されるのに対し，放射線量情報は国が一括管

理していた。ただし，津波シミュレーション結果も，その詳細な内容は積極的に住民に提供され

ておらず，シミュレーション結果を住民が理解するための情報リテラシーについても制度的な

担保がなかった。これらのリスク情報やシミュレーション情報は高度に専門的学術的であり，丁

寧な説明がなければ，住民がリスクを理解することは難しい。東日本大震災では，住民が地域の

リスクを自ら理解して能動的に居住地を選択することが困難であり，行政計画に基づき受動的

に居住制限を受け入れる状況が生じていた。リスク情報に対するリテラシーの向上は住民の復

興に対する主体性の獲得に重要な役割を果たすことが示唆された。 

③リスクと土地利用規制 

災害危険区域は一度指定されると将来的な変更の可能性が低い確定的・固定的居住制限であ

るのに対し，帰還困難区域は放射線量が低下すれば解除される動的な居住制限である。しかし，

帰還困難区域は居住だけでなく区域への立ち入り自体が制限されたため，いつどの程度放射線

量が低下し，居住の見込みが立つのか住民が把握することが困難であった。この結果，「戻る」

という判断が難しく，住民は固定的永続的な居住制限のような対応をせざるを得なかった。一方

で，地域外の住民は線量の低いエリアや居住が許容されるエリアは移住候補地として認識して

おり，支援などを目的に積極的に移住を選択するケースが特徴的に見られた。 

④居住制限エリアの計画・事業 

居住制限エリアの計画・事業は，災害危険区域には基本的に存在せず，自治体独自の取り組み

に依存する状況にあった。実際には，全体の復興計画や事業が決定される復興初期の時点で，拠

点整備や居住エリアに関心が集中していることから，災害危険区域については何も計画されな

いままに暫定的に復興事業に必要な土砂置き場や防潮堤・道路などの用地として利用されたり，

長期間手付かずになったりする場合が多く見られた。 

帰還困難区域では，津波被災地と異なり居住制限区域に特別手厚い特定復興拠点等の制度が

準備された。この拠点は住民の帰還を前提に設定されるものであるが，住民が全国各地に避難し

ているため，実質的に住民参加は行われない形で決定せざるを得ないという矛盾が生じていた。 

 

 



表１．リスク別の土地利用制限 

居住制限

の種類 

居住制限の根拠となるリスク情報 土地利用制限の内容 制 限 エ リ ア の 計

画・事業 科学的情

報 

住 民 へ の

情報提供

可能性 

リ ス ク 情 報

に 関 す る リ

テラシー 

制限の変

更の可能

性 

居 住 の

許容 

工 業 ・ 商

業等 

災 害 危 険

区域 

津波シミュ

レーション 

希望した場

合 

制 度 的 担 保

なし 

極めて少な

い 

× 立地による

需 要 の 差

大△ 

なし（自治体が独自

に設定する場合あ

り） 

帰 還 困 難

区域 

放射線量 - - 線量により

変化 

× × 特定復興拠点（国）

の整備など 

 

（２）居住区域縮小のケーススタディ  

①石巻市雄勝町：被集約エリアの元住民による土地利用マネジメント 

宮城県石巻市は震災前の 2005 年

に 1 市６町が合併しており，このう

ちの１つが雄勝町である。雄勝町は

震災後に町の中心部のほぼ全域が災

害危険区域に指定され，震災前と比

較して人口が-74.4%と激減した。本

研究では雄勝町の元住民の居住地選

択と災害危険区域の土地利用の実

態を分析した。 

当該エリアの住民の主要な移転

先は，元の居住地である災害危険区

域近傍の利便性が極めて低い高台

（雄勝中央団地）と，災害危険区域

から離れた内陸側の利便性の高い

エリア（二子団地）という対照的な

選択肢があった。この２地区を選択

した住民に対する居住地選択要因

を調査・分析したところ，表２に示

すように利便性の高い内陸では海から遠い震災を想起させない場所であること，移動利便性が

高いこと，親類や震災前の近隣の友人がいるといったソーシャルキャピタルが影響していたの

に対し，災害危険区域近傍の高台では，場所への愛着や海に近いことが影響していた。場所への

愛着という価値観が他の価値観を上回ることは，他の調査結果からも推察された。例えば，高台

移転地は近傍に広範に災害危険区域が指定されているため利便性が相対的に低い状況にあるが，

表３に示すように，高台の居住者の中には運転免許証を既に返納している者や返納予定の者が

多く存在する。さらに，親戚や知人が近くにいるというソーシャルキャピタルすら選択要因に影

響を与えていない。これは，居住予定者が当然元の住民であることに起因するが，コミュニティ

単位の移転は内陸移転地でも同様であり，むしろ親子などでの同居や近居以上に，場所への愛着

が強い住民の存在を示している。 

場所への愛着は，居住制限が適用されている元の居住地の近傍を居住地として選択すること

に表れているだけでなく，居住が制限された災害危険区域内における土地利用活動にも影響を

与えていた。石巻市雄勝町の旧中心部の災害危険区域では，ガーデンで低平地を再生するという

表 2.居住地選択理由 

表 3.高台居住者の免許返納予定 



独自の取り組みが被災直後から行われており，それが震災から 10 年が経過しても継続している。

この活動の中心となっているのは災害危険区域近傍の高台の居住者等の元居住者であり，多数

のボランティアに支えられ活動エリアは地域の新しい拠点の１つに成長した。ただし，災害危険

区域は前述の通り，エリア全体の面的な計画・事業のための制度が存在しないため暫定的・突発

的な土地利用が行われやすいためでなく，住民が形成したボトムアップの空間も道路事業等の

公共事業により容易に失われる状況にあった。本研究では，こうした状況を踏まえ，当該ケース

スタディの中で住民主体のボトムアップの低平地の土地利用活動を石巻市の公的な計画に位置

付けることを実証的に試みた。本研究からは，縮小・非集約される土地に対しても，元住民を中

心とした土地利用を検討する組織の必要性が明確に示された。 

②原発被災地における帰還困難区域：居住制限解除の課題 

 原発被災地では，特に放射線量が

高いエリアに対し居住を制限する

帰還困難区域が指定された。帰還困

難区域は線量の低下により縮小す

る可変性の高い居住制限制度であ

る。本研究では，自治体の区域の大

部分が帰還困難区域に指定されな

がらも一部に居住機能が残された

浪江町，大熊町，富岡町をケースス

タディの対象として住民の居住・帰

還の傾向に関する分析を行った。 

まず，住民の居住にとって重要となる各自治体の行政機能の設置場所は，図１に示すように，

短期間に複数の場所に移転し，最終的には原発からの距離ではなく住民の生活動線に近い場所

が選ばれていたことが明らかになった。また，原発被災地においては，津波被災地と同様に復興

のための拠点の整備事業が実施されたことに加え，線量がとくに高い帰還困難区の中に，災害危

険区域と対照的にそのエリアの復興を推進し，住民の帰還を進めるための拠点として特定復興

拠点が整備されることとなった。本研究ではこの特定復興拠点の位置の選定及び事業計画策定

プロセスに着目して分析を行なったが，特定復興拠点の設定過程ではその主体となるべき住民

の参画が困難な状況にあり，行政中心で計画を策定せざるを得なかった状況が明らかになった。 

一方で，原発被災地に特徴的に見られたのは，復興を支援したいと考える若者を中心とした移

住者の存在である。原発被災は二度と起きるべきものではないが，このようにリスクが不安定で

帰還の見込みが立てにくい状況においては，確実に居住が可能なエリアに移住者も含めて居住

を集約しながら，同時に居住の見込みが立たないエリアについては災害危険区域と同様に，時間

をかけて元住民と将来の土地利用計画を検討する必要性があることが示された。 

本研究の実施期間中に東日本大震災から 10 年が経過し，復興事業はある程度終了した。しか

し，本研究では居住制限に関して未だ検討されていない課題が複数あることが明らかになった。

特に科学的リスク情報と居住制限の関係性，居住制限区域の土地利用のあり方については，今後

の災害多発時代に向けて検討すべき喫緊の課題であり，更なる研究・検討の蓄積が必要である。 

図 1.原発被災地の行政機能等の移転状況 
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